一宮市保育所等ＡＩ入所選考システム導入・保守業務委託
公募型プロポーザル実施要領

１．目的
　この要領は、一宮市保育所等ＡＩ入所選考システム導入・保守業務委託の受託候補者を公募型プロポーザル方式（以下、「本プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めることを目的とする。

２．業務の概要
　（１）業務名
　　　一宮市保育所等ＡＩ入所選考システム導入・保守業務委託（以下、「本業務」という。）
　（２）業務内容
　　　「一宮市保育所等ＡＩ入所選考システム導入・保守業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり
　（３）履行期間
　　　　導入・保守業務については、契約締結日から令和９年３月３１日まで
　　　　保守業務については、令和９年４月１日から令和１３年３月３１日までを予定
　（４）委託料上限額（消費税および地方消費税を含む。）
　　　　①令和　８年度　　９，９８５，８００円（初期導入費用含む）
　　　　②令和　９年度　　１，８８５，４００円
　　　　③令和１０年度　　１，８８５，４００円
　　　　④令和１１年度　　１，８８５，４００円
　　　　⑤令和１２年度　　１，８８５，４００円
　　　※保守業務については、令和９年度からの契約を予定しており、令和８年度内の保守業務については、その経費を本契約に含めるものとする。
　　　※本金額はプロポーザルのために設定した上限額であり、契約額ではない。

３．参加資格
　本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
　（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
　（２）参加申込書の提出期限において、本市又は他の地方公共団体において競争入札参加資格を有する場合、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止期間を経過していること。
　（３）銀行取引停止処分を受けていないこと。
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
　（５）会社法（平成１７年法律第８６号）の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
　（６）役員その他経営に実質的に関与している者が一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成２３年一宮市条例第２４号）第２条第２号に規定する暴力団員に該当しない、又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと。
（７）国税・県税・市税の滞納がないこと。
（８）一宮市入札参加資格者名簿に登録されていること、もしくは契約締結（令和８年６月中旬予定）までに、一宮市入札参加資格者名簿に登録される見込みがあること。
（９）地方公共団体において、本業務と同様もしくは類似した業務を過去に実施した実績があること。

４．選定スケジュール
　本業務の選定スケジュールは以下のとおりとする。
	内容
	期日・期限等
	備考

	プロポーザル公募開始
参加申込書受付開始
質問書受付開始
提案書受付開始
	令和８年４月２０日（月）
	

	質問書提出期限
	令和８年４月２８日（火）１６時
	電子メール

	質問回答日
	令和８年５月　１日（金）までに順次
	市ウェブサイトへ掲載

	参加申込書提出期限
	令和８年５月１１日（月）１６時
	電子メール、郵送又は持参

	提案書提出期限
	令和８年５月２０日（水）１６時
	郵送又は持参

	プレゼンテーション審査
	令和８年６月　１日（月）午後
	詳細は別途通知

	審査結果通知
	令和８年６月　３日（水）
	

	契約締結
	令和８年６月中旬予定
	



５．質問書の提出及び回答
　（１）提出期限
　　令和８年４月２８日（火）１６時必着
　（２）提出方法
　　質問書（様式４）に質問を記入し、電子メールにて提出すること。
　　※質問については、提出が複数回にならないよう可能な限りまとめて提出すること。
　（３）提出先
　　一宮市子ども家庭部保育課（本庁舎９階９２番窓口）
　　【連絡先】０５８６－２８－９０２４
　　【メールアドレス】hoiku@city.ichinomiya.lg.jp
　（４）回答方法
　　質問に対する回答は、令和８年５月１日（金）までに順次市ウェブサイトへ掲載する。

６．参加申込書の提出
　参加資格の要件を満たし、本プロポーザルに参加するものは、次のとおり書類を提出すること。
　（１）提出書類
　　ア．参加申込書（様式１）
　　イ．会社概要（様式２）
　　ウ．業務実績書（様式３）
　　　※実績として記載した事業については、契約書の写しや発注者の実績証明書等、事実確認ができる書類もあわせて提出すること。
　（２）提出方法
　　電子メール、郵送又は持参により提出すること
　（３）提出期限
　　令和８年５月１１日（月）１６時
　（４）提出先
　　一宮市子ども家庭部保育課（本庁舎９階９２番窓口）
　　【連絡先】０５８６－２８－９０２４
　　【メールアドレス】hoiku@city.ichinomiya.lg.jp

７．提案書の提出
　参加申込書を提出した者は、郵送又は持参により、本プロポーザルに関する提案書を次の通り提出すること。
（1） 提出書類
1 企画提案書提出届（様式５）
2 企画提案書（任意様式）
・用紙サイズはＡ４版とし、やむを得ない理由によりＡ３サイズの用紙を使用する場合は、Ａ４サイズに折りたたむこと。
・企画提案書は横書き、両面印刷とし、表紙、目次を付け、ページ番号を各ページの下部中央に印字すること。
・本提案書に基づきヒアリングを実施するため、２０分程度で説明できるよう構成すること。
・提案は１者につき１案とし、提出期限後の提案書の再提出は認めない。
・いずれの提案についても、実現可能な提案であること。
3 見積書（任意様式）
・Ａ４縦版とし、税込み金額で提案額を明示すること。
・令和８年度はシステム導入業務に係る費用を含み、令和９年度～１２年度までは運　用・保守費用等を計上すること。
・作業項目ごとの具体的な積算内訳を記載すること。
4 機能要件一覧（様式６）
・機能要件ごとに実現「可」もしくは実現「不可」を記載すること
・機能要件が実現「不可」の場合のみ、代替方法があればその内容を記載すること
5 業務工程表（任意様式）
・Ａ４版１枚に業務の工程及びスケジュールを記載すること。
（2） 提出方法
　郵送又は持参により提出すること
（3） 提出部数等
　　提出書類①～⑤の順序で製本し、正本１部、副本７部を提出すること。
（4） 提出期限
　令和８年５月２０日（水）１６時【必着】
（５）提出先
　　一宮市子ども家庭部保育課（本庁舎９階９２番窓口）
　　【連絡先】０５８６－２８－９０２４

８．辞退届の提出
　参加申込書提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届（様式７）を提出すること。
（１）提出方法
　電子メール、郵送又は持参により提出すること
（２）提出期限
　令和８年５月２５日（月）１６時【必着】
（３）提出先
　　一宮市子ども家庭部保育課（本庁舎９階９２番窓口）
　　【連絡先】０５８６－２８－９０２４
　【メールアドレス】hoiku@city.ichinomiya.lg.jp
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９．選定方法
　提案内容を公平かつ客観的に評価し、本市にとって最も適格な事業者を選定するため、提出された企画提案書と提案者からのプレゼンテーションの内容を選定委員会において審査し、選定委員の合計得点を総計した合計が最も高い者を受託候補者として選定する。なお、応募者が１者のみの場合でも審査を実施し、評価点の合計が一定の水準に達した者であり、提案の内容について契約の目的を十分に達成できるものと判断できるときは、当該者を受託候補者として選定する。
（1） 日程
　令和８年６月１日（月）午後
　※開催時間等の詳細については、後日通知する。
（２）所要時間（企画提案者１者あたり）
　・準備　　　　　　　　　５分
　・プレゼンテーション　２０分
　・質疑応答　　　　　　１０分　　　計３５分
（３）参加人数
　参加人数は、企画提案者１者あたり３名以内とする。
※説明で使用するパソコンについては、提案者で用意すること。（プロジェクター、スクリーンは一宮市で用意する。）
（４）評価基準
　次の評価基準に基づき、提出された企画提案書と提案者からのプレゼンテーションの内容を踏まえて審査を行う。評価点（各選定委員の評価の平均点）が６０点以上を得た者の中から、選定委員の合計得点が最も高い企画提案者を受託候補者として選定する。

	No.
	
	評価項目
	評価基準
	配点

	１
	
	基本事項
	他自治体への導入実績が十分にあるか。
	10

	２
	
	業務体制
	・業務を効果的に遂行可能な体制、人員配置がされているか。
・導入スケジュールが合理的な日程となっているか。
	20

	３
	
	システム機能
	・機能要件一覧の内容を満たしているか。
	20

	
	
	
	・使いやすいシステムとなっているか。
・システムが業務の負担軽減につながるものか。
	20

	４
	
	運用保守
	導入前後の運用・保守体制は十分なものであるか。
	10

	５
	
	プレゼンテーション
	・提出された企画提案書に基づく適格な説明がなされているか。
・質疑に対し的確に対応できているか。
	10

	６
	
	見積価格
	【評価方法】
・配点×（全提案者中最低見積価格÷当該提案者見積価格）
※小数点以下四捨五入
※見積価格はシステム導入費用及び令和９年度～令和１２年度までの運用保守費用の合算とする。
	10

	
	合計
	100


（５）審査結果の通知
　審査結果については、令和８年６月３日（水）に、全ての提案者に対し各自の結果のみを書面にて通知する。
　なお、審査結果についての異議申し立て並びに問い合わせには一切応じない。

１０．契約の締結
（１）受託候補者と本市で、仕様書及び提案書等の内容を基本に協議を行い、協議が整った時点で、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に定める随意契約を締結する。
（２）辞退その他の理由で契約ができなくなった場合は、次点者と契約の交渉を行うこととする。

１１．その他
（１）本プロポーザルの参加に要する費用は、全て提案者の負担とする。
（２）提出された企画提案書等の書類は返却しない。
（３）提出された企画提案書等は、受託候補者選定の審査以外に無断で使用することはな　い。なお、情報公開請求があった場合には、一宮市情報公開条例（平成12年条例第33号）に基づき対応する。
（４）提出書類に虚偽の記載があった場合は、提出書類を無効とする。
（５）電子メール等の通信事故については、当市はいかなる責任も負わない。
（６）審査結果等について異議申し立ては一切受け付けない。


１２．担当部署
一宮市子ども家庭部保育課入所グループ
担当：林、角野
〒491-0922　愛知県一宮市本町２丁目５番６号
電話：0586-28-9024（直通）
メール：hoiku@city.ichinomiya.lg.jp
1

